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 5/15[木]・ 6/ 5[木]・ 6/19[木]

 5/13[火]・ 5/27[火]・ 6/10[火]

 5/13[火]・ 5/27[火]・ 6/10[火]

 5/16[金]・ 6/ 6[金]・ 6/20[金]

 6/ 4[水]・ 6/18[水]

 6/ 3[火]・ 6/17[火]

 5/16[金]・ 6/ 6[金]・ 6/20[金]

 6/ 4[水]・ 6/18[水]

 5/ 8[木]・ 6/12[木]・ 6/26[木]

 5/ 8[木]・ 6/12[木]・ 6/26[木]

 5/14[水]・ 5/28[水]・ 6/11[水]

 5/14[水]・ 5/28[水]・ 6/11[水]

 5/14[水]・ 6/11[水]・ 6/25[水]

 5/14[水]・ 6/11[水]・ 6/25[水]

 5/15[木]・ 6/ 6[金]・ 6/19[木]

 5/15［木］・ 6/ 6[金]・ 6/19[木]

 5/13[火]・ 5/27[火]・ 6/10[火]

 5/13[火]・ 5/27[火]・ 6/10[火]

 5/21［水］・ 6/ 4[水]・ 6/18[水]

 5/21［水］・ 6/ 4[水]・ 6/18[水]

六連小

神戸小

大草小

田原東部小

田原南部小

童浦小

田原中部小

衣笠小

野田小

高松小

赤羽根小

若戸小

和地小

堀切小

伊良湖小

亀山小

中山小

福江小

清田小

泉小
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移動図書館巡回日程●５・６月

図書館休館日
５月

６月

ステーション 訪問時間

特別整理期間　 中央図書館 20日[火]～23日[金]
赤羽根図書館 27日[火]・28日[水]
渥美図書館 28日[水]～30日[金]

７日［水］・９日［金］・12日［月］・19日［月］・26日［月］

２日［月］・９日［月］・13日［金］・16日［月］・23日[月]
30日[月]

一般展示コーナー◎5月
「親子の絆」 （5月10日［土］～6月12日［木］）
子育て・教育に関する問題、親子間で起こる悲しい事件がＴＶな
どで当たり前のように報道される今日、親子の絆が大事だと思
います。親子・家族の関係の本を取り揃えてみました。
こどもしつ展示コーナー◎5月こどもしつ展示コーナー◎5月
「きょうだいって　いいな」「きょうだいって　いいな」（5月10日［土］（5月10日［土］～6月12日［木］）

けんかもするけど、ほんとはとてもなかよし。けんかもするけど、ほんとはとてもなかよし。

えほんだいすき！（田原市図書館ボランティア） ★
日時／5月18日(日)　14:00～
おはなしの部屋（くぬぎの会） ★
日時／5月3日（祝） 14:00～／6月7日(土) 15:00～
ぴよぴよおはなし会 ☆
日時／5月14日（水）　10:30～／11:00～
こりすの部屋（くぬぎの会） ☆
５月は、お休みです

場所／中央図書館こどもしつ
内容／読み聞かせ・手遊びなど
対象／★幼児～小学生　☆乳幼児（親子）

おはなし会（赤羽根えほんの会・図書館） 
日時／5月18日（日） 13:30～／6月7日（土） 10:30～

場所／赤羽根図書館こどもしつ
内容／読み聞かせ・紙芝居など
対象／乳幼児～小学生

おはなし会（てのひらの会・図書館） 
日時／毎月第１・第２・第４土曜日　14:00～

場所／渥美図書館おはなしコーナー
内容／読み聞かせ
対象／乳幼児～小学生
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